
山ＬＰ協第 １１２ 号 

令和６年 １月１１日 

  
会 員 各 位 

 
                                        （一社）山口県ＬＰガス協会 

                                          会長 床 西  悟（印略） 

 

 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための 

経済産業省令の一部を改正する省令について（お知らせ） 

 

 平素から、当協会の事業に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、このことについて、全国ＬＰガス協会から別添のとおり通知がありま

したのでお知らせします。 

 

改正概要 

① 液化石油ガス法の改正（R５.６.16 公布）により法第７条に規定されている

標識を販売事業者のホームページにも掲載することとされたが、販売事業者

が次に掲げる場合は、対象から除くこととされた。（改正法の施行の日

（R6.4.1）から施行） 

・常時雇用する従業員の数が５人以下である場合 

・自ら管理するウェブサイトを有していない場合 

② 「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった媒体名が削除  

され、「電磁的記録媒体」等の抽象的な表現とされた。 

一般社団法人山口県ＬＰガス協会事務局 
TEL.083-925-6361/FAX.083-923-8366 

e-mail：info@y-lpgas.jp 



全Ｌ協保安・業務Ｇ５第１８５号 

令和６年１月１０日 

 

正  会  員  各 位  

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の 

一部を改正する省令について               （お知らせ） 

 

 

標記につきましては、令和５年１１月２４日付け全Ｌ協保安・業務Ｇ５第１５５号に

おいて、経済産業省より意見募集されたことについてお知らせしたところです。 

この度、この意見募集を踏まえ、令和５年１２月２８日に公布されましたのでお知ら

せいたします。 

なお、販売事業者が掲示する標識をウェブサイトへ掲載する場合の表示位置等につい

ては、経済産業省へ詳細を確認いたしますので、改めてお知らせいたします。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれ

ましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

改正概要 

①「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定める

ものについて、媒体名は削除され、「電磁的記録媒体」等の抽象的な規定への見直

しがなされた。 

②販売事業者が販売所に掲げる標識について「常時雇用する従業員の数が五人以下で

ある場合」もしくは「自ら管理するウェブサイトを有していない場合」を除き、ウ

ェブサイトにも掲載することになった。 

 

施行日 

①令和５年１２月２８日 

②令和６年 ４月 １日 

 

改正概要等掲載ＵＲＬ 

 【経済産業省】 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/12/20231228-01.html 

 

【意見募集結果】 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595123101&Mode=1 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ 森、橋本、國坂 



デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

（
鉱
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

鉱
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
公
示
の
方
法
）

（
公
示
の
方
法
）

第
三
条

法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
の

要
旨
の
公
示
は
、
経
済
産
業
省
又
は
経
済
産
業
局

の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、こ
れ
を
行
う
。

第
三
条

法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
の

要
旨
の
公
示
は
、
経
済
産
業
省
又
は
経
済
産
業
局

の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

（
探
査
の
結
果
の
報
告
）

（
探
査
の
結
果
の
報
告
）

第
四
十
四
条
の
十
四

法
第
百
条
の
十
一
に
規
定
す

る
報
告
は
、
様
式
第
四
十
四
に
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
及
び
デ
ー
タ
（
探
査
に
お
い
て

得
ら
れ
た
地
質
構
造
等
の
調
査
の
結
果
（
解
析
結

果
も
含
む
。）及
び
そ
の
記
録
）
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を

い
う
。）を
添
え
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
十
四

法
第
百
条
の
十
一
に
規
定
す

る
報
告
は
、
様
式
第
四
十
四
に
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
及
び
デ
ー
タ
（
探
査
に
お
い
て

得
ら
れ
た
地
質
構
造
等
の
調
査
の
結
果
（
解
析
結

果
も
含
む
。）及
び
そ
の
記
録
）
を
記
録
し
た
光

デ
ィ
ス
ク
、
磁
気
テ
ー
プ
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

添
え
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
八
条
の
二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類

の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
様
式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
及
び
様
式
第
二
十
九
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
二
十
九
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提

出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
意
見
書
及
び
同
条

第
二
項
の
書
面
（
法
第
三
十
条
第
二
項
、
法
第

三
十
九
条
第
四
項
、
法
第
四
十
一
条
第
四
項
、

法
第
四
十
四
条
第
三
項
及
び
法
第
四
十
五
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

二

法
第
二
十
六
条
（
法
第
三
十
条
第
二
項
、
法

第
三
十
九
条
第
四
項
、法
第
四
十
一
条
第
四
項
、

法
第
四
十
四
条
第
三
項
、
法
第
四
十
五
条
第
三

項
及
び
法
第
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）の
設
計
書

三

第
十
一
条
第
一
項
（
第
二
十
二
条
の
六
、
第

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
届
書

四

第
三
十
四
条
（
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
書

五

法
第
百
一
条
第
二
項
の
意
見
書

六

第
四
十
一
条
第
二
項
の
申
請
書

七

第
四
十
三
条
の
申
請
書

八

第
五
十
七
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
理
由
書

﹇
削
る
﹈

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項

の
申
請
書

様
式
第
三
十
一

第
二
十
六
条
の
二
第
三
項

の
届
書

様
式
第
三
十
二

第
二
十
七
条
の
三
の
届
書

様
式
第
三
十
三

第
二
十
七
条
の
四
（
第
三

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
届
書

様
式
第
三
十
四

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項

の
申
請
書

様
式
第
三
十

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
三
号

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施

す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

藤

健





（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
八
条
の
三

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
八
条
の
四

第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に

掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇

二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字

並
び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る

制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用

い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
八
条
の
五

第
五
十
八
条
の
二
の
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二

一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

二

法
第
六
十
八
条
（
法
第
八
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
へ
の
鉱
業
事
務

所
設
置
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産

業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
鉱
業
事
務
所

設
置
届
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項
及
び
最
寄
り

の
駅
か
ら
鉱
業
事
務
所
ま
で
の
略
図
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項

三

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
へ
の
鉱
業
代
理
人

選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業

大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
鉱
業
代
理
人
選

任
届
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

四

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
へ
の
鉱
業
代
理
人

変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業

大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
鉱
業
代
理
人
変

更
届
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
八
条
の
六

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
経

済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）

第
三
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該

手
続
を
行
う
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
当
該
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
へ
の
事
業
再
開

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
事
業
再
開
届
様
式

に
記
録
す
べ
き
事
項

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



五

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産

業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
へ
の
鉱
業
代
理
人

代
理
権
消
滅
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
鉱
業
代

理
人
代
理
権
消
滅
届
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

六

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣

又
は
経
済
産
業
局
長
へ
の
使
用
等
の
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら

入
手
可
能
な
使
用
等
届
様
式
に
記
録
す
べ
き
事

項

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
二
中
「そ

の
他
経
理
的
基
礎

」
を
「鉱

害
賠
償
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
た
支
払
い
能
力
を
証
す
る
書
面
そ

の
他
経
理
的
基
礎

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
九
か
ら
様
式
第
三
十
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
九
か
ら
様
式
第
三
十
四
ま
で

削
除

様
式
第
四
十
四
中
「光

デ
ィ
ス
ク
、
磁
気
テ
ー
プ
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク

」
を
「電
磁
的
記
録
媒
体

」
に
改
め
る
。

（
採
石
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

採
石
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
八
条

﹇
略
﹈

第
八
条

﹇
略
﹈

２

法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
略
﹈

四

事
務
所
に
置
く
業
務
管
理
者
が
申
請
者
又
は

そ
の
従
業
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
管

理
者
の
住
民
票
（
都
道
府
県
知
事
が
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

業
務
管
理
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一

項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

四

事
務
所
に
置
く
業
務
管
理
者
が
申
請
者
又
は

そ
の
従
業
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
管

理
者
の
住
民
票
（
都
道
府
県
知
事
が
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
業

務
管
理
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

五
・
六

﹇
略
﹈

五
・
六

﹇
略
﹈

（
標
識
の
様
式
及
び
記
載
事
項
、
公
衆
の
閲
覧
及

び
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
要
し
な
い
場

合
）

（
標
識
の
様
式
お
よ
び
記
載
事
項
）

第
八
条
の
十
九

﹇
略
﹈

第
八
条
の
十
九

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

法
第
三
十
三
条
の
十
五
に
規
定
す
る
公
衆
の
閲

覧
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

４

法
第
三
十
三
条
の
十
五
に
規
定
す
る
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下

で
あ
る
場
合

二

自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い

な
い
場
合

（
公
示
）

（
公
示
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

の
要
旨
の
公
示
は
、
経
済
産
業
局
の
掲
示
場
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
二
条

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

の
要
旨
の
公
示
は
、
経
済
産
業
局
の
掲
示
場
に
掲

示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）及
び
様
式
第
二
十
二
の
電
磁
的
記
録
媒
体

提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

第
二
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
及
び
様
式
第
二
十
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
六
条

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
七
条

第
二
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
十
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
二
中
「フ

レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

」
を
「電

磁
的
記
録
媒
体

」
に
改
め
る
。

（
武
器
等
製
造
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

武
器
等
製
造
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
三
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）及
び

様
式
第
十
七
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
十
七
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出

票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

﹇
削
る
﹈

第
三
条
第
一
項
の
武
器
製

造
事
業
許
可
申
請
書
並
び

に
同
条
第
二
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
添
付
書
類
（
同
号
に

掲
げ
る
定
款
を
除
く
。）

様
式
第
十
八

第
五
条
の
武
器
製
造
許
可

申
請
書
及
び
添
付
書
類

様
式
第
十
九

第
八
条
の
武
器
製
造
事
業

承
継
届
出
書

様
式
第
二
十

第
九
条
第
一
項
の
武
器
種

類
変
更
許
可
申
請
書
並
び

に
同
条
第
二
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
添
付
書
類

様
式
第
二
十
一

第
十
一
条
第
一
項
の
特
定

設
備
新
設
等
許
可
申
請
書

及
び
同
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
添
付
書
類

様
式
第
二
十
二

第
十
二
条
第
一
項
の
保
管

規
程
認
可
申
請
書
及
び
保

管
規
程

様
式
第
二
十
三

第
十
三
条
第
一
項
の
武
器

工
場
等
移
転
許
可
申
請
書

並
び
に
同
条
第
二
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

添
付
書
類

様
式
第
二
十
四

第
十
四
条
の
武
器
製
造
事

業
廃
止
届
出
書

様
式
第
二
十
五

一

第
三
条
第
一
項
の
武
器
製
造
事
業
許
可
申
請

書
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
（
同
号
に
掲
げ
る

定
款
を
除
く
。）

﹇
新
設
﹈

二

第
五
条
の
武
器
製
造
許
可
申
請
書
及
び
添
付

書
類

﹇
新
設
﹈

三

第
八
条
の
武
器
製
造
事
業
承
継
届
出
書

﹇
新
設
﹈

四

第
九
条
第
一
項
の
武
器
種
類
変
更
許
可
申
請

書
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

五

第
十
一
条
第
一
項
の
特
定
設
備
新
設
等
許
可

申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
添

付
書
類

﹇
新
設
﹈

六

第
十
二
条
第
一
項
の
保
管
規
程
認
可
申
請
書

及
び
保
管
規
程

﹇
新
設
﹈

七

第
十
三
条
第
一
項
の
武
器
工
場
等
移
転
許
可

申
請
書
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

八

第
十
四
条
の
武
器
製
造
事
業
廃
止
届
出
書

﹇
新
設
﹈

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
三
十
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
三
十
六
条

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
三
十
七
条

第
三
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
十
七
中
「フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

」
を
「電

磁
的
記
録
媒
体

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
か
ら
様
式
第
二
十
五
ま
で
を
削
る
。

（
商
工
会
議
所
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
工
会
議
所
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

（
監
事
の
意
見
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
）

（
監
事
の
意
見
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
）

第
五
条
の
二

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
会
頭
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と

す
る
。

第
五
条
の
二

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
会
頭
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他

こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条

第
一
条
の
申
請
書
並
び
に
同
条
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
提
出
に
つ
い

て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

第
一
条
の
申
請
書
並
び
に
同
条
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
提
出
に
つ
い

て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
項
を
様
式
第
十
六
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
十
七
の
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第

十
七
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

改

正

後

改

正

前

（
表
決
権
又
は
選
挙
権
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
）

（
表
決
権
又
は
選
挙
権
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
条
の
三

法
第
十
七
条
第
三
項
（
法
第
二
十
三

条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
八
項
及
び
第
五
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

第
四
条
の
三

法
第
十
七
条
第
三
項
（
法
第
二
十
三

条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
八
項
及
び
第
五
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
十
四
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
十
五
条

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に

従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一

及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に

日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文

字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
十
六
条

第
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二

（
航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
五
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）及
び

様
式
第
十
八
（
第
三
十
八
条
第
二
項
の
申
請
書
に

つ
い
て
は
、
様
式
第
十
九
）
の
電
磁
的
記
録
媒
体

提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

第
五
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
十
八
（
第
三
十
八
条
第
二
項
の
申
請
書

に
つ
い
て
は
、
様
式
第
十
九
）
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

﹇
削
る
﹈

法
第
二
条
の
三
第
一
項
の

申
請
書
及
び
同
条
第
二
項

の
事
業
計
画
書
、
事
業
収

支
見
積
書
そ
の
他
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
書
類

（
第
六
条
第
四
項
第
四
号

に
掲
げ
る
定
款
を
除
く
。）

様
式
第
二
十

第
九
条
又
は
第
十
四
条
の

二
の
届
出
書

様
式
第
二
十
一

第
十
条
第
一
項
の
申
請
書

及
び
同
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類

様
式
第
二
十
二

第
十
一
条
第
一
項
の
申
請

書
及
び
同
条
第
二
項
に
掲

げ
る
添
付
書
類

様
式
第
二
十
三

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
十
七
を
削
る
。

二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



第
十
二
条
第
一
項
の
申
請

書
及
び
同
条
第
二
項
の
添

付
書
類

様
式
第
二
十
四

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出

書
及
び
同
条
第
二
項
の
事

業
計
画
書

様
式
第
二
十
五

第
十
七
条
第
一
項
の
届
出

書

様
式
第
二
十
六

第
十
七
条
第
二
項
の
届
出

書

様
式
第
二
十
七

第
十
八
条
の
届
出
書

様
式
第
二
十
八

第
十
九
条
第
一
項
の
申
請

書
、
同
条
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ

る
書
類
及
び
同
条
第
三
項

の
証
す
る
書
面
又
は
第
二

十
三
条
第
一
項
の
申
請
書

及
び
同
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
添
付
書
類

様
式
第
二
十
九

第
二
十
一
条
の
三
、
第
二

十
七
条
又
は
第
三
十
二
条

の
三
の
届
出
書

様
式
第
二
十
九

の
二

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
の
二
第

一
項
の
届
出
書

様
式
第
三
十

第
二
十
九
条
第
一
項
の
申

請
書
、
同
条
第
二
項
第
二

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
書
類
及
び
同
条
第
三

項
の
証
す
る
書
面
又
は
第

三
十
四
条
第
一
項
の
申
請

書
及
び
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
添
付
書
類

様
式
第
三
十
一

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項

の
届
出
書

様
式
第
三
十
二

第
三
十
八
条
第
二
項
の
申

請
書

様
式
第
三
十
三

一

法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条

第
二
項
の
事
業
計
画
書
、
事
業
収
支
見
積
書
そ

の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
（
第
六
条

第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
定
款
を
除
く
。）

﹇
新
設
﹈

二

第
九
条
又
は
第
十
四
条
の
二
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

三

第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類

﹇
新
設
﹈

四

第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二

項
に
掲
げ
る
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

五

第
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二

項
の
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

六

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
書
及
び
同
条
第
二

項
の
事
業
計
画
書

﹇
新
設
﹈

七

第
十
七
条
第
一
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

八

第
十
七
条
第
二
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

九

第
十
八
条
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十

第
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
、
同
条
第
二
項

第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び

同
条
第
三
項
の
証
す
る
書
面
又
は
第
二
十
三
条

第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

十
一

第
二
十
一
条
の
三
、
第
二
十
七
条
又
は
第

三
十
二
条
の
三
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
二

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
八

条
の
二
第
一
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
三

第
二
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
、
同
条
第

二
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

及
び
同
条
第
三
項
の
証
す
る
書
面
又
は
第
三
十

四
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

十
四

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
五

第
三
十
八
条
第
二
項
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
六
条

第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
七
条

第
五
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
十
八
及
び
様
式
第
十
九
中
「フ

レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

」
を
「電

磁
的
記
録
媒
体

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
か
ら
様
式
第
三
十
三
ま
で
を
削
る
。

（
商
工
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

商
工
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
議
決
権
又
は
選
挙
権
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
）

（
議
決
権
又
は
選
挙
権
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
）

第
一
条

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十

九
号
。
以
下
、「
法
」
と
い
う
。）第
十
五
条
第
三
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
と
す
る
。

第
一
条

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十

九
号
。
以
下
、「
法
」
と
い
う
。）第
十
五
条
第
三
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

（
監
事
の
意
見
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
）

（
監
事
の
意
見
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
）

第
二
条
の
三

法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
会
長
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と

す
る
。

第
二
条
の
三

法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
会
長
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他

こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
二
十
六
か
ら
様
式
第
四
十
ま
で
を
削
る
。





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
九
条
の
二
十

﹇
略
﹈

第
九
条
の
二
十

﹇
略
﹈

２

定
期
講
習
受
講
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、

指
定
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、

次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、

指
定
講
習
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

定
期
講
習
受
講
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、

指
定
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、

次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、

指
定
講
習
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
略
﹈

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を

電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
受

信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を

記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を

電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
受

信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を

記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
も
つ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す
る
方
法

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
業
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
業
務
処
理
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
九
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的

記
録
）

（
法
第
九
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的

記
録
）

第
六
条
の
二

法
第
九
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
電
磁
的
記
録
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的

記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た

も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
二

法
第
九
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
電
磁
的
記
録
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規

格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
幅
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
に
限
る
。）に
記
録
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

（
日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

第
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
及
び
様
式
第
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

一
〜
十
二

﹇
略
﹈

一
〜
十
二

﹇
略
﹈

２

法
第
二
十
四
条
の
業
務
方
法
書
の
認
可
を
受
け

る
場
合
は
、
当
該
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
二
十
四
条
の
業
務
方
法
書
の
認
可
を
受
け

る
場
合
は
、
当
該
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
提
出
票
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
六
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
七
条

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
八
条

第
二
十
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
電
気
計
器
検
定
所

理
事
長

名

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
二
を
削
る
。

（
発
電
水
力
流
量
測
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

発
電
水
力
流
量
測
定
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
五
条

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
書
類

の
提
出
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え
て
、

当
該
書
類
の
作
成
に
必
要
と
な
る
事
項
を
様
式
第

四
に
よ
り
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的

記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
書
類

の
提
出
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え
て
、

当
該
書
類
の
作
成
に
必
要
と
な
る
事
項
を
様
式
第

四
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
五
に
よ
り
作
成
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
十
六
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
号

（
昭
和
六
十
二
年
）に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
（
昭
和
六
十

二
年
）
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
十
七
条

第
十
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
オ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
項
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格

Ｘ
六
二
二
二
号
（
平
成
二
年
）
に
、
前
条
第
一

項
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
五
号
（
平
成
七
年
）
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
（
平
成
七

年
）
に
規
定
す
る
方
式

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
十
八
条

第
十
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
号
（
昭
和
六

十
二
年
）
又
は
Ｘ
六
二
二
三
号（
昭
和
六
十
二
年
）

に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

報
告
者
の
氏
名

二

報
告
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
五
を
削
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
供
給
条
件
の
説
明
等
）

（
供
給
条
件
の
説
明
等
）

第
十
三
条

﹇
略
﹈

第
十
三
条

﹇
略
﹈

２
〜
10

﹇
略
﹈

２
〜
10

﹇
略
﹈

11

法
第
十
四
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

11

法
第
十
四
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
説
明
時
交
付

事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
説
明
時
交
付
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

12

﹇
略
﹈

12

﹇
略
﹈

（
書
面
の
交
付
）

（
書
面
の
交
付
）

第
十
四
条

﹇
略
﹈

第
十
四
条

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

５

法
第
十
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

５

法
第
十
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

６

﹇
略
﹈

６

﹇
略
﹈

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
六
条

令
第
二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

第
十
六
条

令
第
二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
小
売
供
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
得
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
小
売
供
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
得
る
方
法

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る

方
法
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る

方
法
等
）

第
百
九
十
三
条

﹇
略
﹈

第
百
九
十
三
条

﹇
略
﹈

２

法
第
百
三
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
の
う
ち
、
登
録
ガ
ス
工
作
物
検
査
機
関
が
定
め

る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
の
う
ち
、
登
録
ガ
ス
工
作
物
検
査
機
関
が
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
す
る
方
法
を
用
い
た
周
知
事
項
の
提
供
の
方

法
）

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
す
る
方
法
を
用
い
た
周
知
事
項
の
提
供
の
方

法
）

第
百
九
十
八
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
条
第
一

項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
配
布

に
代
え
て
、当
該
ガ
ス
の
使
用
者
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
周
知
事
項
」
と
い
う
。）を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ガ
ス
小
売

事
業
者
は
、
当
該
書
面
を
配
布
し
た
も
の
と
み
な

す
。

第
百
九
十
八
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
条
第
一

項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
配
布

に
代
え
て
、当
該
ガ
ス
の
使
用
者
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
周
知
事
項
」
と
い
う
。）を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ガ
ス
小
売

事
業
者
は
、
当
該
書
面
を
配
布
し
た
も
の
と
み
な

す
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
周
知
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
周
知
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
交
付
す
る
方
法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
百
九
十
九
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
周
知
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
、当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、

そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示

し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

第
百
九
十
九
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
周
知
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
、当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、

そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示

し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
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一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
ガ
ス
の
使
用
者
の
承
諾

に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
ガ
ス
の
使
用
者
の
承
諾
に

関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
項

に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。）に
よ
る
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
項

に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。）に
よ
る
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
油
需
給
適
正
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

石
油
需
給
適
正
化
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
書
の
提
出
に
つ

い
て
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
の
提
出

に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
八
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
削
る
﹈

第
四
条
第
二
項
の
石
油
生

産
計
画
の
届
出
書

様
式
第
九

第
四
条
第
二
項
の
石
油
輸

入
計
画
の
届
出
書

様
式
第
十

第
四
条
第
二
項
の
石
油
販

売
計
画
の
届
出
書

様
式
第
十
一

第
四
条
第
三
項
の
石
油
生

産
計
画
の
届
出
書

様
式
第
十
二

第
四
条
第
三
項
の
石
油
輸

入
計
画
の
届
出
書

様
式
第
十
三

第
四
条
第
三
項
の
石
油
販

売
計
画
の
届
出
書

様
式
第
十
四

一

第
四
条
第
二
項
の
石
油
生
産
計
画
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

二

第
四
条
第
二
項
の
石
油
輸
入
計
画
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

三

第
四
条
第
二
項
の
石
油
販
売
計
画
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

四

第
四
条
第
三
項
の
石
油
生
産
計
画
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

五

第
四
条
第
三
項
の
石
油
輸
入
計
画
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

六

第
四
条
第
三
項
の
石
油
販
売
計
画
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
八
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
九
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従

つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及

び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日

本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字

の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
十
条

第
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二

三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
を
削
る
。

（
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書

類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。）の
提
出
又
は
次
項
で
定
め
る

電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
四
十
五
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提

出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

﹇
削
る
﹈

第
九
条
第
三
項
の
申
請
書

及
び
第
二
十
二
条
第
三
項

の
申
請
書

様
式
第
四
十
六

第
十
三
条
（
第
二
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
申
出
書

様
式
第
四
十
七

第
十
四
条
第
一
項
（
第
二

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
請

書

様
式
第
四
十
八

第
十
六
条
第
一
項
（
第
二

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
出

書

様
式
第
四
十
九

第
十
七
条
第
一
項
（
第
二

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
届
出

書

様
式
第
五
十

第
十
八
条
第
一
項
（
第
二

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
届
出

書

様
式
第
五
十
一

第
二
十
七
条
第
一
項
の
申

請
書

様
式
第
五
十
二

第
二
十
八
条
の
申
請
書

様
式
第
五
十
三

第
二
十
九
条
の
届
出
書

様
式
第
五
十
四

第
三
十
条
の
届
出
書

様
式
第
五
十
五

第
三
十
二
条
第
一
項
の
届

出
書
及
び
同
条
第
三
項
の

添
付
書
類
（
同
項
第
二
号

及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る

書
類
を
除
く
。）

様
式
第
五
十
六

第
三
十
二
条
第
四
項
の
届

出
書

様
式
第
五
十
七

第
三
十
二
条
第
五
項
の
届

出
書

様
式
第
五
十
八

第
三
十
三
条
第
一
項
の
届

出
書
及
び
同
条
第
四
項
第

一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

様
式
第
五
十
九

第
三
十
三
条
第
五
項
の
届

出
書

様
式
第
六
十

第
三
十
三
条
第
六
項
の
届

出
書

様
式
第
六
十
一
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第
三
十
四
条
第
一
項
の
届

出
書

様
式
第
六
十
二

第
三
十
四
条
第
三
項
の
届

出
書

様
式
第
六
十
三

第
三
十
四
条
第
四
項
の
届

出
書

様
式
第
六
十
四

第
三
十
六
条
第
一
項
の
届

出
書

様
式
第
六
十
五

第
三
十
九
条
の
届
出
書

様
式
第
六
十
六

第
四
十
一
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ

れ
る
第
三
十
九
条
の
届
出

書

様
式
第
六
十
七

第
四
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ

れ
る
第
三
十
九
条
の
届
出

書

様
式
第
六
十
八

一

第
九
条
第
三
項
の
申
請
書
及
び
第
二
十
二
条

第
三
項
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

二

第
十
三
条
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
申
出
書

﹇
新
設
﹈

三

第
十
四
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

四

第
十
六
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
申
出
書

﹇
新
設
﹈

五

第
十
七
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

六

第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

七

第
二
十
七
条
第
一
項
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

八

第
二
十
八
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

九

第
二
十
九
条
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十

第
三
十
条
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
一

第
三
十
二
条
第
一
項
の
届
出
書
及
び
同
条

第
三
項
の
添
付
書
類
（
同
項
第
二
号
及
び
第
四

号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。）

﹇
新
設
﹈

十
二

第
三
十
二
条
第
四
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
三

第
三
十
二
条
第
五
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
四

第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
書
及
び
同
条

第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

﹇
新
設
﹈

十
五

第
三
十
三
条
第
五
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
六

第
三
十
三
条
第
六
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
七

第
三
十
四
条
第
一
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
八

第
三
十
四
条
第
三
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

十
九

第
三
十
四
条
第
四
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

二
十

第
三
十
六
条
第
一
項
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

二
十
一

第
三
十
九
条
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

二
十
二

第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
さ
れ
る
第
三
十
九
条
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

二
十
三

第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
さ
れ
る
第
三
十
九
条
の
届
出
書

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
電
磁
的
方
法
は
、
送
信
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

﹇
新
設
﹈

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
四
十
八
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
四
十
九
条

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
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二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
五
十
条

第
四
十
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六

二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
四
十
五
か
ら
様
式
第
六
十
八
ま
で
を
削
る
。

（
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
測
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
十
四
条

法
第
十
七
条
の
十
二
第
六
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
四
十
四
条

法
第
十
七
条
の
十
二
第
六
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
す
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る

方
法
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る

方
法
等
）

第
五
十
四
条
の
二

﹇
略
﹈

第
五
十
四
条
の
二

﹇
略
﹈

２

法
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
の
う
ち
、
登
録
分
析
機
関
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。

２

法
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
の
う
ち
、
登
録
分
析
機
関
が
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
九
条

法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

と
す
る
。

第
三
十
九
条

法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
す
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈
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（
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸
棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石

油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸
棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に

伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令

第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
十
七
か
ら
様
式
第
三
十
二
ま
で
を
削
る
。





（
特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
四
条
の
六

﹇
略
﹈

第
四
条
の
六

﹇
略
﹈

２

資
格
講
習
受
講
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、

指
定
資
格
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で

も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に

は
、
指
定
資
格
講
習
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
格
講
習
受
講
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、

指
定
資
格
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で

も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に

は
、
指
定
資
格
講
習
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
略
﹈

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を

電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
受

信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を

記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を

電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
受

信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
に
限
る
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を

記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
も
つ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す
る
方
法

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
航
空
機
工
業
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

航
空
機
工
業
振
興
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
六
条

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
四
条

第
九
条
第
一
項
の
航
空
機
等
技
術
向

上
試
験
研
究
認
定
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
の
添

付
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条

第
九
条
第
一
項
の
航
空
機
等
技
術
向

上
試
験
研
究
認
定
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
の
添

付
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
様
式
第
四
に

よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様

式
第
五
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
の
正

本
一
通
及
び
写
二
通
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

２

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第

五
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

﹇
略
﹈

一
〜
四

﹇
略
﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
十
五
か
ら
様
式
第
二
十
八
ま
で
を
削
る
。





２

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
七
条

第
二
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
を
削
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
）

第
二
十
六
条

削
除

第
二
十
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
削
る
﹈

一

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
（
昭
和
六
十

二
年
）
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
両
面
に

磁
束
反
転
速
度
一
ラ
ジ
ア
ン
当
た
り
一
万
五
千

九
百
十
六
磁
束
反
転
で
記
録
す
る
も
の
に
限

る
。）

﹇
削
る
﹈

二

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
八
一

号
（
平
成
二
十
四
年
）
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置

で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。）

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
商
品
投
資
顧
問
業
者
の
業
務
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

商
品
投
資
顧
問
業
者
の
業
務
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
投
資
者
の
保
護
に
欠
け
る
禁
止
行
為
）

（
投
資
者
の
保
護
に
欠
け
る
禁
止
行
為
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

商
品
投
資
顧
問
業
者
は
、
第
一
項
第
五
号
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、

前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、当
該
商
品
投
資
顧
問
業
者
は
、

当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

商
品
投
資
顧
問
業
者
は
、
第
一
項
第
五
号
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、

前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、当
該
商
品
投
資
顧
問
業
者
は
、

当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に

係
る
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を

交
付
す
る
方
法

４
〜
７

﹇
略
﹈

４
〜
７

﹇
略
﹈

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
九
条

法
第
二
十
二
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
九
条

法
第
二
十
二
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
書
面
又
は
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
又
は
報

告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

別
紙
様
式
第
二
号
中「

令
第
条
第
項
第

号
」

を
削
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
九
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

第
九
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
四
条

第
一
条
及
び
第
四
条
の
届
出
書
の
提
出

に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒

体
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

様
式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

及
び
様
式
第
五
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出

票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

﹇
削
る
﹈

第
一
条
の
届
出
書

様
式
第
六

第
四
条
の
届
出
書

様
式
第
七

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
十
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
十
六
条

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に

従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一

及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に

日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文

字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
十
七
条

第
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二

二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
五
か
ら
様
式
第
七
ま
で
を
削
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
収
去
証
）

（
収
去
証
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
経
済
産
業
省
の
職
員
が
試
料
を
収
去
す
る
と
き

又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
職
員
が

試
料
を
収
去
す
る
と
き
は
、
被
収
去
者
に
様
式
第

二
十
四
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
通
商
産
業
省
の
職
員
が
試
料
を
収
去
す
る
と
き

又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
職
員
が

試
料
を
収
去
す
る
と
き
は
、
被
収
去
者
に
様
式
第

二
十
四
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
七
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
様
式
第
二
十
六
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提

出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

﹇
削
る
﹈

第
二
条
の
申
請
書
及
び
同

条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

様
式
第
二
十
七

第
四
条
第
一
項
の
申
請
書

並
び
に
第
二
条
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
添
付

書
類

様
式
第
二
十
八

第
五
条
第
一
項
の
届
出
書

及
び
同
条
第
二
項
第
三
号

に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
う

ち
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ

る
書
類

様
式
第
二
十
九

第
六
条
の
届
出
書

様
式
第
三
十

第
七
条
第
一
項
の
申
請
書

及
び
同
条
第
三
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
添
付
書
類

様
式
第
三
十
一

第
八
条
第
三
項
の
申
請
書

様
式
第
三
十
二

第
十
条
の
届
出
書

様
式
第
三
十
三

第
十
一
条
の
届
出
書

様
式
第
三
十
四

第
十
二
条
の
届
出
書

様
式
第
三
十
五

第
十
三
条
の
届
出
書

様
式
第
三
十
六

第
十
四
条
の
届
出
書

様
式
第
三
十
七

第
十
六
条
第
三
項
（
第
十

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

届
出
書
及
び
第
十
六
条
第

三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
添

付
書
類

様
式
第
三
十
八

第
十
六
条
第
五
項
（
第
十

八
条
第
三
項
及
び
第
十
九

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
届

出
書

様
式
第
三
十
九

第
十
七
条
第
二
項
（
第
十

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

届
出
書
及
び
第
十
七
条
第

二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
添

付
書
類

様
式
第
四
十

第
十
九
条
第
三
項
の
届
出

書
及
び
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
添
付
書
類

様
式
第
四
十
一

第
二
十
条
第
二
項
の
届
出

書
及
び
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
添
付
書
類

様
式
第
四
十
二

第
二
十
一
条
第
二
項
の
届

出
書

様
式
第
四
十
三

第
二
十
二
条
第
三
項
の
届

出
書

様
式
第
四
十
四

第
二
十
三
条
第
三
項
の
届

出
書

様
式
第
四
十
五

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
八
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
二
十
九
条

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二

〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並

び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制

御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
三
十
条

第
二
十
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六

二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

﹇
削
る
﹈

第
三
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
経
済
産

業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第
三

条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
手
続

を
行
う
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当

該
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か

ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産

業
大
臣
へ
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済

産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
廃
棄
届
出

様
式
（
様
式
第
九
）
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
へ
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
製
造
実

績
届
出
様
式
（
様
式
第
十
三
）
に
記
録
す
べ
き

事
項

三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
へ
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
使
用
実

績
届
出
様
式
（
様
式
第
十
四
）
に
記
録
す
べ
き

事
項

四

法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大

臣
へ
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業

大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
輸
出
（
輸
入
）

実
績
届
出
様
式
（
様
式
第
二
十
）
に
記
録
す
べ

き
事
項

五

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
へ
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
製
造
実
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六

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済

産
業
大
臣
へ
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
製
造
実

績
届
出
様
式
（
様
式
第
二
十
二
）
に
記
録
す
べ

き
事
項
及
び
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基

づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関

に
申
告
す
る
た
め
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
二
十
六
か
ら
様
式
第
四
十
五
ま
で
を
削
る
。

績
届
出
様
式
（
様
式
第
二
十
一
）
に
記
録
す
べ

き
事
項
及
び
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基

づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関

に
申
告
す
る
た
め
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
供
給
条
件
の
説
明
等
）

（
供
給
条
件
の
説
明
等
）

第
三
条
の
十
二

﹇
略
﹈

第
三
条
の
十
二

﹇
略
﹈

２
〜
11

﹇
略
﹈

２
〜
11

﹇
略
﹈

12

法
第
二
条
の
十
三
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

12

法
第
二
条
の
十
三
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
説
明
時
交
付

事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
説
明
時
交
付
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

13

﹇
略
﹈

13

﹇
略
﹈

（
書
面
の
交
付
）

（
書
面
の
交
付
）

第
三
条
の
十
三

﹇
略
﹈

第
三
条
の
十
三

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

５

法
第
二
条
の
十
四
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

５

法
第
二
条
の
十
四
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

６

﹇
略
﹈

６

﹇
略
﹈

（
小
売
電
気
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

（
小
売
電
気
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
三
条
の
十
五

令
第
二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

第
三
条
の
十
五

令
第
二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
小
売
供
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
得
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
小
売
供
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
得
る
方
法

（
供
給
条
件
の
説
明
等
）

（
供
給
条
件
の
説
明
等
）

第
四
十
五
条
の
十
五

﹇
略
﹈

第
四
十
五
条
の
十
五

﹇
略
﹈

２
〜
11

﹇
略
﹈

２
〜
11

﹇
略
﹈

12

法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
の
十
三
第
三
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

12

法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
の
十
三
第
三
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
説
明
時
交
付
事
項
を
記

録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
説
明
時
交
付
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

13

﹇
略
﹈

13

﹇
略
﹈

（
書
面
の
交
付
）

（
書
面
の
交
付
）

第
四
十
五
条
の
十
六

﹇
略
﹈

第
四
十
五
条
の
十
六

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

５

法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
の
十
四
第
二
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

５

法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
条
の
十
四
第
二
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

６

﹇
略
﹈

６

﹇
略
﹈
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（
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

（
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
四
十
五
条
の
十
八

令
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
二
条
第
一
項
（
令
第
三
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
の
十
八

令
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
二
条
第
一
項
（
令
第
三
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
小
売
供
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
得
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
小
売
供
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
得
る
方
法

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る

方
法
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る

方
法
等
）

第
百
十
二
条

﹇
略
﹈

第
百
十
二
条

﹇
略
﹈

２

法
第
七
十
五
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
う
ち
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
定
め
る
も
の

と
す
る
。

２

法
第
七
十
五
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
う
ち
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業

省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
八
条

﹇
略
﹈

第
八
条

﹇
略
﹈

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
要
し
な
い
場

合
）

第
八
条
の
二

法
第
七
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
で

あ
る
場
合

二

自
ら
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い

な
い
場
合

（
公
衆
の
閲
覧
の
方
法
）

第
八
条
の
三

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲

覧
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

（
書
面
の
記
載
事
項
等
）

（
書
面
の
記
載
事
項
等
）

第
十
三
条

﹇
略
﹈

第
十
三
条

﹇
略
﹈

２

法
第
十
四
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
契
約
締
結
時

交
付
事
項
等
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
契
約
締
結
時
交
付
事
項
等

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３

﹇
略
﹈

３

﹇
略
﹈

（
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
よ
る
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

（
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
よ
る
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
十
三
条
の
三

令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

第
十
三
条
の
三

令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
一
般
消
費
者
等
の
承
諾

に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
一
般
消
費
者
等
の
承
諾
に

関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

（
委
託
契
約
に
係
る
記
載
事
項
等
）

（
委
託
契
約
に
係
る
記
載
事
項
等
）

第
二
十
八
条

﹇
略
﹈

第
二
十
八
条

﹇
略
﹈

２

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
に
契
約
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
整
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
契
約
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る

方
法

３
・
４

﹇
略
﹈

３
・
４

﹇
略
﹈

（
委
託
契
約
の
当
事
者
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

（
委
託
契
約
の
当
事
者
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
し
た
承
諾
の
取
得
）

第
二
十
八
条
の
三

令
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
三

令
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈
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二

電
磁
的
記
録
媒
体
に
当
該
承
諾
に
関
す
る
事

項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
整
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
当
該
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
交
付
す
る
方
法

（
保
安
機
関
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
を
用
い
た
周
知
事
項
の
提
供
の
方
法
）

（
保
安
機
関
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
を
用
い
た
周
知
事
項
の
提
供
の
方
法
）

第
三
十
八
条
の
三

保
安
機
関
は
、
前
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
配
布
に
代
え

て
、
当
該
一
般
消
費
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
周
知
事
項
」
と
い
う
。）を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
安
機
関
は
、

当
該
書
面
を
配
布
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
八
条
の
三

保
安
機
関
は
、
前
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
配
布
に
代
え

て
、
当
該
一
般
消
費
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
周
知
事
項
」
と
い
う
。）を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
安
機
関
は
、

当
該
書
面
を
配
布
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
周
知
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
周
知
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
交
付
す
る
方
法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
保
安
機
関
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し

た
承
諾
の
取
得
）

（
保
安
機
関
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し

た
承
諾
の
取
得
）

第
三
十
八
条
の
四

保
安
機
関
は
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
周
知
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、
そ

の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示

し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
項

に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。）に
よ
る
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
の
四

保
安
機
関
は
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
周
知
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、
そ

の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示

し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
項

に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。）に
よ
る
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
一
般
消
費
者
等
の
承
諾

に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

三

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
の
記
録
媒
体
に
一
般
消
費
者
等
の
承
諾
に

関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省

令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ

い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電

磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出

に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式

に
よ
り
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び

様
式
第
十
二
に
よ
り
作
成
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
提
出
表
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

﹇
削
る
﹈

第
二
条
の
申
請
書

様
式
第
十
三

第
三
条
の
申
請
書

様
式
第
十
四

第
四
条
の
届
出
書

様
式
第
十
五

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

﹇
削
る
﹈

第
十
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下

「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
一
に

適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

﹇
削
る
﹈

第
十
六
条

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に

従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二

二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
産
業

規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る

方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方

式

２

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一

及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に

日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文

字
の
内
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
届
出
書

様
式
第
十
六

第
六
条
の
届
出
書

様
式
第
十
七

第
七
条
の
届
出
書

様
式
第
十
八

第
八
条
の
届
出
書

様
式
第
十
九

一

第
二
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

二

第
三
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

三

第
四
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

四

第
五
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

五

第
六
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

六

第
七
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

七

第
八
条
の
申
請
書

﹇
新
設
﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
項
及
び
第
二
条
第
六
項
を
削
る
。

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で

削
除

別
紙
様
式
第
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
６

削
除

別
紙
様
式
第
７
か
ら
別
紙
様
式
第
12
ま
で
を
削
る
。





（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書

面
）

﹇
削
る
﹈

第
十
七
条

第
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二

二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
十
二
か
ら
様
式
第
十
九
ま
で
を
削
る
。

（
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
五
十
八
か
ら
様
式
第
百
二
ま
で
を
削
る
。

（
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法

令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面

の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法

令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面

の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ

（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）に

よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間

事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る

方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ

（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）に

よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間

事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る

方
法

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
法

令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面

の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業
者
等
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て

調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
法

令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面

の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業
者
等
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て

調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

第
十
一
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る

法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書

面
の
交
付
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る

法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書

面
の
交
付
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る

方
法

デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」

と
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ

り
保
存
す
る
方
法

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
条

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
と
す
る
。

（
商
店
街
振
興
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

商
店
街
振
興
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
二
条

法
第
二
十
一
条
第
三
項
（
法
第
三
十
五
条

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規

定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
二
条

法
第
二
十
一
条
第
三
項
（
法
第
三
十
五
条

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規

定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情

報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
電
磁
的
記
録
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
十
一
条

法
第
四
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

法
第
四
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
輸
出
入
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

輸
出
入
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
）

（
電
磁
的
方
法
）

第
八
条

法
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
三
項
（
法
第
十
九
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
協
同
組
合
法
第
二
十
七

条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
八
条

法
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
三
項
（
法
第
十
九
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
協
同
組
合
法
第
二
十
七

条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
議
事
録
の
備
置
き

及
び
閲
覧
等
に
お
け
る
特
例
）

（
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
議
事
録
の
備
置
き

及
び
閲
覧
等
に
お
け
る
特
例
）

第
四
条

法
第
十
八
条
第
八
項
の
議
事
録
が
書
面
を

も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
株
式
会
社
海

外
需
要
開
拓
支
援
機
構
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
機
構
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
書
面
に
記
載
さ
れ

て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像

読
取
装
置
を
含
む
。）に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た

第
四
条

法
第
十
八
条
第
八
項
の
議
事
録
が
書
面
を

も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
株
式
会
社
海

外
需
要
開
拓
支
援
機
構
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
機
構
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
書
面
に
記
載
さ
れ

て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像

読
取
装
置
を
含
む
。）に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

電
磁
的
記
録
を
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒

体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

電
磁
的
記
録
を
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス

ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
書
面
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
議
事
録
の
備
置
き
及

び
閲
覧
等
に
お
け
る
特
例
）

（
書
面
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
議
事
録
の
備
置
き
及

び
閲
覧
等
に
お
け
る
特
例
）

第
六
十
一
条

法
第
九
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る

議
事
録
が
書
面
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
き

は
、
機
構
は
、
そ
の
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置

第
六
十
一
条

法
第
九
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る

議
事
録
が
書
面
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
き

は
、
機
構
は
、
そ
の
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
採
石
法
施
行
規
則
第
八
条
の
十
九
第
二
項
の
次
に

二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
十
九
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二

十
五
条
中
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
次
に
二
条
を
加
え

る
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
四
の
改
正
規
定
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）か
ら
施
行
す
る
。

を
含
む
。）に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記

録
を
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁

的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

を
含
む
。）に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記

録
を
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・

デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に

よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ

り
備
え
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正す

る省令に関する意見公募手続の結果について 

 

令和５年 12月 28日 

経済産業省 

商務情報政策局 

情報経済課 

 

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正

する省令」について、令和５年 11月 16日から同年 12月 15日まで意見公募手続を実施しまし

た。提出意見と提出意見を考慮した結果については以下のとおりです。 

（なお、行政手続法第四十三条第二項の規定に基づき、提出意見は整理又は要約しています。） 

 

 提出意見 提出意見を考慮した結果 

１ 受付締切日時の「2023年 12月 15日 0

時 0分」は「2023年 12月 16日 0時 0

分」の誤記ではないか？ 

e-gov上の受付締切日時に誤りがあったため、

11月 17日に修正致しました。 

２ 「標識によって行うこととされている

掲示をウェブサイトにも掲載する等の

所要の改正」についての「自ら管理す

るウェブサイトを有していない場合」

という記載において、「自ら管理す

る」とはどのようなことを指している

か。 

また、「標識によって行うこととされ

ている掲示」の対象を「ウェブサイ

ト」のみでなく、LinkedIn、

Facebook、Instagram、Twitter、Line

などにも拡大すべき。 

自ら管理するウェブサイトとは、自社ウェブ

サイト（本社のウェブサイト）や、管理・運

営を他者に委託しているようなウェブサイト

（自らウェブサイトを管理・運営する場合と

同様に、当該事業者等のウェブサイトである

ことが明示されており、また、一般の消費

者・利用者が容易にアクセス可能であり、か

つ、当該事業者等による適時の更新や確認が

可能であり、情報の正確性が担保できるとい

った条件を満たす場合）が該当します。 

具体的なインターネットでの公表方法につい

て、一般論として、現在サービスとして存在

している SNS等の中には、すべての情報の閲

覧のためにはアカウントの作成が必要であっ

たり、タイムラインが随時更新され、過去に

掲載された情報を見つけるのが困難であった

りするものもあり、一般の消費者・利用者が

容易にアクセスできることや、事業者等によ

る適時の更新や確認が可能であり、情報の正

確性が担保できることといった要件が満たさ

れないことが想定されることから、原則とし

ては事業者等が自ら管理するウェブサイトへ

の掲載を想定しております。 

３ 手続きのオンライン化によるリスク対

策が不十分な状況で、記録媒体の使用

申請や届出に関するフロッピーディスク等の

記録媒体を指定する規定の見直しにあたって



を削除するのは、以下 2点から懸念が

ある。 

１．外国にあるサーバーを経由したク

ラウドサービスを利用することによる

情報流出の脆弱性 

２．クラウドサービスを悪用した、会

社や我が国と組織と別の外国組織か

ら、会社従業員や派遣スタッフへのコ

ントロール 

手続きのオンライン化によるリスク対

策をすべき。 

は、法令上、フロッピーディスクのような旧

式の媒体によることが求められる状態を排

し、またオンラインによることも可能とする

形での改正を行っております。電磁的記録媒

体の使用について妨げるものではございませ

ん。クラウドサービスを利用する場合も含

め、手続等における情報通信技術の利用に当

たっては、「政府機関等のサイバーセキュリテ

ィ対策のための統一基準群」等を踏まえ、必

要な情報セキュリティを確保するための対策

を講ずることとなります。 

４ 採石法施行規則及び液化石油ガスの保

安の確保及び取引の適正化に関する法

律施行規則についてある一定の条件の

もとでウェブサイトの掲載を義務付け

る改正を行うのであれば、電気工事業

の標識の掲示についても法律及び施行

規則の改正を行い、並びをそろえるべ

き 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を

推進するためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第 63 

号）に基づき、採石法は第３３条の１５にお

いて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律は第７条において、標識

の掲示等については、自動公衆送信による公

衆の閲覧に供することも含め、事業者にその

義務が課されており、今般の省令改正案は、

当該法律の範囲内で規定させていただいてお

ります。 

いただいたご意見は、今後の検討の参考とさ

せていただきます。 

５ クラウドサービスや電磁的記録媒体の

利用に関して安全性についての配慮を

すべき。 

政府情報システムにおけるクラウドサービス

のセキュリティ評価制度の基本的枠組み（令

和２年１月 30日サイバーセキュリティ戦略本

部決定）に基づき、政府機関等（サイバーセ

キュリティ基本法に定める国の行政機関、独

立行政法人及び指定法人）がクラウドサービ

スをする際は、「政府情報システムにおけるク

ラウドサービスのセキュリティ評価制度」に

定められたセキュリティ対策を実施している

ことが確認されたクラウドサービスから、調

達を行うことを原則としております。また、

弊省で USBメモリを使用する際は、端末等の

不正プログラム感染、盗難・紛失による情報

漏えい、バックドアの埋め込み等のサプライ

チェーン・リスク等の脅威に対抗するため、

代替手段がない場合に限り、所属課室長の許

可を得た上で、弊省公用 USBメモリのみを使

用しております。 



いただいたご意見も踏まえ、今後も引き続き

セキュリティ対策に万全を期して参ります。 

 


